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This Month
Topics!

円安が進み株価も上がっています

円安が進み株価も上がっています
　アパ・マン経営と節税
　◆ デッドクロスとその対策！
　◆ 倒産防止共済で修繕費が積み立てられる？

気になるニュース
　不動産経営をトータルでサポート！

円安が止まりません。本日現在（6月22日）で1ドル141円です。
2023年の1月は1ドル131円でした。為替ですから当然に増減しますが、日々
円の価値が下がり、外国製品をはじめとした物価が上がっています。
また、株価も最高値を更新しています。6月1日の日経平均株価が3万1,148円
でした。本日現在で（6月21日）3万3,578 円と約 20日間で2,430 円も
月初に比べて上がっています。
一部の証券アナリストによると年末に向けて 3 万 7,000 円台まで到達すると
までコメントする方もいます。低金利の時代にドルでの運用
や株の運用等で少しでも運用をするといった認識が必要
かもしれません。
但し、円だけで保有すると現在のように円の価値が下がって
いますので保有されている現金の価値も下がっていることに
なります。
円とドルで保有しておくとどちらかが下がってもどちらかは
上がっていることになります。以前にもニュースレターで書か
せていただきましたが円だけで持つのではなく、ドルも保有
することでバランスを保つことが出来ます。



◆ デッドクロスとその対策！

前回は、減価償却費の減少に伴う大家さんの対策について解説しました。今回
は、デッドクロスに伴う事前対策について解説したいと思います。
この考え方を知ることで計画的な修繕とその修繕費を節税しながら捻出するこ
とができます。

例えば、設備、建物は経ち上がった瞬間から老朽化へと進みます。
新築当初に計上できる、減価償却費の先を見据えた〝経費〟に充当する考えを
持つことです。

１０年を経過すると設備も交換する箇所がありますし、防水工事、塗装工事
等も１０年を経過数すると考えなくてはなりません。
この費用は、その都度掛かるものです。

アパ･マン経営と節税



倒産防止共済とは、建物にかける損害保険のことではありません。倒産防止共済を
活用するものです。
倒産防止共済は、その仕組みを理解すると十分節税のための道具として利用できま
すし、修繕費を積み立てることができます。
倒産防止共済について、大まかにご説明させていただきます。

《共済について〉

「中小企業倒産防止共済」は、中小企業基盤整備機構（中小機構）が、中小企業や創業期
の規模の小さいベンチャー企業向けに提供している共済制度です。「経営セーフティ
共済」とも呼ばれ、掛金を納めることによって、「取引先の倒産」によって連鎖倒産、
すなわちキャッシュフローが悪化し資金繰りに困るような事態になった場合、無担
保・無保証人で納めた掛金の最大 10倍（上限 8,000 万円）の資金を迅速に借り
入れることができます。
実際的には、中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための
「つなぎ融資」的な意味合いも強い制度です。

ベンチャー企業や中小企業は、たとえ自社の経営は健全であっても、取引先が突然
倒産すればキャッシュフローが悪化して資金繰りに困ります。そんな時、銀行など
の金融機関から資金調達をしようとしても、銀行は融資に慎重になり、実際に資金
を手にするまで時間を要することが少なくありません。そのような場合に、中小企業
倒産防止共済の共済金で一時的な運転資金を確保することができます。
キャッシュフローが悪化してしまうと、最悪の場合、黒字倒産してしまいます。

☆  無担保・無保証にて掛け金の10倍まで借り入れが可能。
　 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は
    「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍（最高
    8,000万円）」の、いずれか少ないほうの金額となります。

このかけなければならない費用に対して、新築当初から保険等を活用して積み立てる
考え方です。前回まで解説させていただきました通り、〝減価償却〟という当初の
経費としてみなされるお金を使わずにこの修繕費に充当するという考え方です。

◆ 倒産防止共済で修繕費が積み立てられる？



☆  取引先が倒産後すぐに借り入れができる
    取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業
    者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

☆  掛け金を損金、または必要経費に算入できる
　  掛金月額は5,000円～ 20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また
    確定申告の際、掛金を損金（法人の場合）、または必要経費（個人事業主の場合）
    に算入できます。

☆  解約手当金が受け取れる
　  共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっ
   ても、 掛金を 12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月
    以上納めていれば、掛金全額が戻ります（12か月未満は掛け捨てとなります）。

今回は、修繕積立金を捻出するために倒産防止共済を活用する考え方について
お伝えしました。次回は、アパート・マンションオーナーが倒産防止共済を活用
して大規模修繕費を捻出する方法についてお伝えします。

不アパート・マンション経営には、売却、購入、建築だけでなく、売却後の納税対策や購入後の
サポート、購入するまでのファイナンスなど、取得できるまでのプロセスは非常に重要となり
ます。また、法人を設立しての節税対策やその後の対策として、保険を活用しての節税対策など
があります。
私共は、弁護士・税理士・司法書士・１級建築士・ＦＰ等、不動産を取り扱う専門家集団である、
よろず相談所を設けています。
少しでも、お悩み事があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談は、今すぐＴＥＬ　０３－３６６５－１１６１

気になるニュース

不動産経営をトータルでサポート！



〇オリジナルTシャツ

〇オリジナルポロシャツ

その他、、、。

または直接お電話でお問い合わせ下さい。

Tel ０３-5641-3733
株式会社エージェント 担当 井口

下記ページから商品詳細ご覧いただけます

ｈｔｔｐｓ：//agent1.theshop.jp
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〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３  日宝茅場町ビル９F
ＴＥＬ. ０３-３６６５-１１６１  ＦＡＸ. ０３-３６６５-１１６３
E-mail : info@1stopde.com
https://www.1stopde.com　 http://blog.1stopde.com
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神秘の島！世界遺産
    屋久島無農薬のお茶

「屋久島　愛子茶」 （８０ｇ）
世界遺産屋久島の自然だからこそ

栽培できた無農薬有機栽培のお茶です。
私の叔父の茶畑で栽培されたお茶です。
神秘の島、屋久島の自然を利用した
有機栽培無農薬のお茶です。 井口 浩司

1袋ご注文の場合、1,000円（税込） 送料 250円（税別）
2袋ご注文の場合、2,000円（税込） 送料 250円（税別）
3袋以上ご注文の場合、送料サービス
ご自宅用にまたは贈呈用にご利用ください。
（採れるお茶に数に限りがございます。お早目にご注文下さい。）

※ ご注文いただいた商品のお支払いは、佐川急便代金引換サービスにて集金させていただきます！
※ 商品の在庫により、多少発送にお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。
　 お預かりした、個人情報は商品の発送のみにより使用させていただきます。

製造者：愛子茶園　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３ 日宝茅場町ビル9Ｆ （毎週土･日祝定休）

Tel 03-５６４１-３７３３

ご注文は今スグ ⇒ Fax 03-3665-1163  24時間受付

（株）エージェント 担当 井口⇒
または直接お電話でお問い合わせ下さい。

販売代理：株式会社エージェント
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相続税対策は資産分析からです！
・将来の相続についてどうしたらいいのかわからない方
・ハウスメーカーや建築会社に相続対策の提案を受けている方
・あなたの相続税はいくらかかるかわからない方

資産分析は人間ドックと同じです。
建築会社･ハウスメーカーに煽られないためにまず、資産分析を！

「資産家のための法務と税務」
更に今なら先着５名様限定で

を差し上げます。

あなたの相続税について詳しく知りたい方！
今なら先着３０名様に限定で無料簡易資産分析致します。

資産分析表

借金をして賃貸経営をすれば
相続税は下がるはウソ？

東京都中央区日本橋茅場町３-５-３-9Ｆ
Tel 03-５６４１-３７３３（毎週土･日祝定休）

株式会社エージェント 担当 井口

まずはお電話でお問い合わせ下さい。

弊社提携会社　東京シテイ税理士事務所の税理士が簡易資産分析を作成致します！

先着 5 名様に、
「エンディングノート」
をプレゼント！

満室賃貸管理なら オリジナルブランド


